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定 期 監 査 結 果 報 告 書 

 

１ 監査の期日     平成１７年２月７日（月） 

 

２ 監査の対象     生活経済部所掌事務全般 

環境保全課 環境保全推進、公害対策、中小企業環境保全資金融資、

緊急雇用創出、ISO推進 

商工労働課 商工事務、商工業振興、中小企業融資、消費生活対策、

消費者団体育成、消費者保護対策、観光振興、研修施設

管理委託、宿泊施設管理委託、体育施設管理委託、(財)

高砂市勤労福祉財団運営補助、研修、宿泊施設周辺整備、

シルバー人材センター運営補助、労政審議会運営、勤労

者労働対策、勤労者住宅資金融資、緊急雇用創出 

農林水産課 農業事務、東播磨農業共済事務組合運営、水田農業経営

確立対策、農業振興、土地改良施設運営管理、土地改良

施設整備、ため池改修、水路管理、用排水路改良、地籍

調査、林業、鹿島・扇平自然公園管理、ひょうご森の祭

典、水産業振興、漁業振興資金融資、並型魚礁設置 

文化会館 文化会館運営管理、福祉保健センター運営管理、勤労会

館運営管理 

斎場 斎場運営管理 

 

３ 監査の方針 

   今回の監査は、地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、平成１６年４

月１日から平成１６年１１月３０日までの間における生活経済部の予算執行

状況、収入事務、支出事務、契約事務、財産管理事務について、関係する法令

等に従い、適正かつ効率的に執行されているかを主眼として実施した。 

 

４ 監査の要領 

   監査にあたっては、あらかじめ生活経済部より関係資料の提出を求めるとと

もに、担当職員から説明を聴取した。 

 

５ 監査の結果 

   平成１６年１１月３０日現在における歳入歳出予算の執行状況等について、

関係資料に基づき説明を聴取し、内容を審査したところ、おおむね良好に処理
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され、適正に執行されていると認められた。 

なお、細部については、その都度指摘したところであるが、今後検討を加え

られたい点も若干見受けられたので、以下、各項目について述べる。 

⑴ 予算執行状況について 

平成１６年１１月３０日現在の歳入歳出予算執行状況等について、資料に

より審査し、執行率の低いもの及び流・充用したものを中心に担当者より説

明を聴取した結果、おおむね適正に執行されていた。 

今後も不要な支出を抑え、経費の節減に努めるとともに、予算計上された

歳入の確保に向けてなお一層努められたい。 

  ⑵ 収入事務について 

主として使用料及び諸収入について、収入状況及び滞納状況に関する資料

により審査し、その一部を抽出して、申請、減免等にかかる一件書類を確認

し、担当者より説明を聴取した結果、おおむね適正に処理されていた。 

今後も調定、徴収、現金取扱等の適正な事務執行に留意されたい。 

行政財産使用料等において収入未済となっているものがあった。納入義務

者との接触を欠かさず、徴収不能とならないよう、法的措置も含めて対処さ

れたい。 

  ⑶ 支出事務について 

委託料、工事請負費、備品購入費並びに負担金補助及び交付金について、

事業内容、執行状況等に関する資料により審査し、その一部を抽出して一件

書類を確認し、担当者より説明を聴取した結果、おおむね適正に処理されて

いた。 

前渡資金の取扱いについて、取扱状況及び差引簿により審査した結果、お

おむね適正に処理されていた。 

⑷ 契約事務について 

委託料、工事請負費、備品購入費について、契約方法、履行状況等に関す

る資料により審査し、その一部を抽出して一件書類を確認し、担当者より説

明を聴取した結果、おおむね適正に処理されていた。 

なお、委託契約において１者随意契約されているものは、契約の相手、契

約金額等に十分留意されたい。 

⑸ 財産管理事務について 

管理財産について、行政財産（土地・家屋）の登記、現況等に関する資料

により審査し、担当者より説明を聴取した結果、おおむね適正に処理されて

いた。 

管理備品について、主に平成１６年度に取得及び廃棄したものを備品管理
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簿により審査した結果、おおむね適正に処理されていた。 

⑹ その他 

① 所属する土地の公有財産台帳について、登記及び現況の把握が十分にで

きていないと思われるものが見受けられた。 

     特に、登記と現況の異なる土地については、公有財産台帳及び関係図面

との符合を十分に行い、その境界及び使用状況を把握し、厳正な管理に努

められたい。 

② 管理する公印について、管守者及び担当者より管理簿及び使用簿の提示

を求め、その管理方法及び使用方法等の説明を聴取した結果、おおむね適

正に処理されていた。 

 今後とも適正に使用するとともに、厳正な管理に留意されたい。 

③ 時間外時間数及び年次有給休暇取得状況について、資料に基づき説明を

聴取し、時間外勤務命令書兼報告書の一部を抽出して確認した結果、おお

むね適正に処理されていた。 

なお、一部記載の不明瞭なものが見受けられた。正確な記載をするよう

指導を徹底されたい。 

 

 


